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旅館・ホテル営業に係る貸付けについて 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響から、経営の持ち直しの動きも見られるものの、依然として厳

しい状況に置かれている事業者が数多く存在する中、事業者への資金繰り等の支援と感染拡大防止

の両立に着実に取り組んでいただいていますことに感謝申し上げます。 

標記に関しては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和 23年法律第 122

号。以下「風営法」という。）第２条第６項第４号に規定されている「店舗型性風俗特殊営業」の

要件に該当しているホテル・旅館及びこれと同様とみられるホテル・旅館（以下「ラブホテル等」

という。）について、「営業の実態等からみて社会的批判を受けるおそれがある営業」として貸付

けを行わないこととされているところです。 

一方で、旅館・ホテル営業における善良風俗の保持を図るため、従来より、所管行政庁の指導等

に基づき、上記の営業を行う者がラブホテル等から一般のホテル・旅館（以下「一般ホテル等」と

いう。）へ構造設備の改修等営業形態を転換することが明らかな場合は、貸付けの対象になるとさ

れています。加えて、いわゆる「レジャーホテル」や「ラグジュアリーホテル」など（以下「レジ

ャーホテル等」という。）の名称で、外国人の宿泊や女子会など、異性の同伴以外の利用も含めた

複合的な利用形態を想定している宿泊施設についても、施設ごとにその構造設備や営業実態に応じ

て貸付け対象となるか否かについて、適切にご判断いただいているものと承知しております。 



 

その中で、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している中、事業転換等に取り組むレジャ

ーホテル等が貸付け対象となるか否かの判断にあたって留意すべき事項について、下記の通り明確

化することとしますので、よろしくお取り計らいください。 

 

 

記 

 

１．風営法第２条第６項第４号に規定する「専ら異性を同伴する客の宿泊（休憩を含む。）の用に供

する施設であること。」については、新型コロナウイルス感染症の影響により営業転換をしている

かどうかも含め、施設ごとにその構造設備や営業実態を確認すること。 

 

２．①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」（昭和 59年政令第 319号）第３

条第１項に定める施設、②同令第３条第２項又は第３項に定める構造又は設備を有する個室を設け

る施設については、現時点では「ラブホテル等」であっても、「一般ホテル等」に転換されること

の確実性を確認すること。 

 

３.事業者の主たる事業が「一般ホテル等」であって、兼業で「ラブホテル等」を営む場合など、「一

般ホテル等」の事業に必要となる資金については貸付け対象となり得る場合があるため、事業者の

営業実態をよく確認すること。 

 

 


